
青森県統合総務事務システム要件定義書作成等業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

本要領は、青森県統合総務事務システム要件定義書作成等業務委託に係る 

公募型プロポーザルの実施について、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

青森県統合総務事務システム要件定義書作成等業務 

（２）業務内容 

別添「青森県統合総務事務システム要件定義書作成等業務委託仕様書」の 

とおり。 

なお、仕様書は最優秀提案者の企画提案書等を反映した内容に変更する場 

合がある。 

（３）委託期間  

契約締結日から令和８年３月31日まで  

（４）委託料上限額 

49,784千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

企画提案書等の作成に当たっては、上記の上限額以下の価格で提案するこ 

と。 

 

３ 参加資格 

（１）単独で参加する者は、次のアからエまでの全てを満たす者とする。また、 

共同体で参加する者は、共同体の全ての構成員が次のアからウまでの全てを 

満たす者とし、共同体の代表構成員が次のアからエまでの全てを満たす者と 

する。なお、共同体の各構成員は、他の共同体の構成員又は単独で参加する 

者でない者とする。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項及び第２項 

各号に規定する者に該当しない者であること。 

イ 参加表明の日において、会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第 

644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)第18条若し 

くは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法 

律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平

成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた

者でないこと。 



ウ プロポーザル参加表明書の提出期限の日から契約締結の日までの間に、 

本県の「物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提 

供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止 

要領」(平成12年１月21日付け青管第912号)の規定による指名停止措置を受 

けていない者であること。 

エ 令和７年２月10日青森県告示第60号(物品等の競争入札参加資格)の一の 

規定により、役務の提供を受ける契約で電子計算組織に係るものについて 

Ａの等級に格付けされた者で、業務委託の営業種目を有する者であること。 

（２）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律

第77号)第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認め

られる者。 

イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で

暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用したと認められる者。 

ウ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下「金

品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目

的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められる者。 

エ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に

資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められる者。 

オ 暴力団員と交際していると認められる者。 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用したと認

められる者。 

キ その者又はその支配人その他経営に実質的に関与している者（その者が法

人の場合にあっては、その役員、その支店又は契約を締結する事務所の代表

者その他経営に実質的に関与している者）がアからカまでのいずれかに該当

することを知りながら当該者とこの業務に係る下請契約、材料等の購入契約

その他の契約を締結したと認められる者。 

 

４ 手続等に関する事務を担当する部署・連絡先 

〒030-8570 青森県青森市長島１丁目１番１号 

青森県総務部人事課 

電話番号 017-734-9110  

担当 給与支給グループ（西棟７階総務事務センター） 齋藤 

E-mail somujimu_center@pref.aomori.lg.jp 

 

mailto:somujimu_center@pref.aomori.lg.jp


５ プロポーザル参加表明書等の提出 

（１）参加申込方法 

 本プロポーザルへの参加を表明する者は、次の書類を１部提出すること。 

ア プロポーザル参加表明書（様式１） 

イ 提案事業者概要（様式２） 

ウ 申告書（様式３） 

（２）提出方法 

  ア 提出期限 令和７年５月16日（金）午後５時 

  イ 提出場所 上記４と同じ 

  ウ 提出方法 電子メール、郵送（提出期限必着）又は持参により提出する 

こと。 

 

６ 参加資格審査 

（１）プロポーザル参加表明書（以下「参加表明書」という。）の提出があった場

合には、上記３に定める参加資格の有無について審査する。 

（２）審査結果については、令和７年５月 22日(木)までに、参加表明書に記され

た電子メールアドレス宛てに通知し、企画提案書の提出を要請する(後日、紙

媒体でも郵送する)。 

 

７ 本プロポーザルの実施に関する質問 

（１）質問方法 

   質問書（様式４）により、上記４記載のメールアドレス宛て電子メールに

り提出すること。 

（２）質問期限 

令和７年６月２日（月） 午後５時 

（３）回答 

令和７年６月１０日（火）までに、企画提案書の提出を要請した者全員に 

  対して、参加表明書に記載された電子メールアドレス宛てに電子メールで回 

  答する。ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案内容に密接に 

  関わると判断したものについては、質問者に対して回答する。 

 

８ 企画提案書等の提出 

企画提案書の提出を要請された者は、下記により書類を作成し、提出するこ

と。 

（１）提出書類 

１ （様式６）企画提案書（鑑） 



２ （様式７）経費積算書 

３ （任意様式）企画提案書 

４ その他企画提案を説明するために必要な書類 

 

（２）企画提案書の記載内容等 

 項目 
企画提案書に 

記載すべき事項 

１ 取組方針 本業務の目的、業務の範囲、課題を理解・整理した上での

取組方針等 

２ 業務内容 各業務に対する考え方や実施方法等 

３ 実施体制 業務実施体制及び業務責任者 

４ 業務工程 実施スケジュール 

５ 実績 国又は地方公共団体における同種または類似業務の実績 

６ 費用 本業務委託に係る見積額及び内訳 

７ その他 その他特に記載すべき事項 

 

（３）留意事項等 

ア 企画提案は、仕様書の内容を理解した上で行うこと。 

イ 提案に当たっての前提条件がある場合は、明記すること。 

ウ 要求条件を満たさない提案又は要求条件より優れた提案がある場合は、そ 

の差異を明記すること。 

エ 作成及び提出上の注意事項 

(ア) 提案書は、Ａ４判、表紙・中表紙を除き両面印刷とし、できる限り簡 

略なものとすること。（表紙、目次、図表、用語集等を含み、原則 50ペ 

ージ以内とする。） 

(イ) 印刷方法（２in１等）によりＡ４・Ａ３判への複数ページの印刷を行 

うことは不可とする。 

(ウ) 提出期限後の提出書類の再提出及び差替えは認めない。 

（４）提出部数 

   紙媒体各８部（正本１部、副本７部）、電子媒体一式 

（５）提出期限 

令和７年６月 18日（水）午後５時必着 

（６）提出方法 

上記４記載の担当窓口あて郵送又は持参（ＦＡＸ及び電子メール不可）。 

なお、郵送の場合は、配達証明郵便で送付すること。また、直接持参する   



場合の受付時間は、土、日、祝日を除く平日の午前９時から午後５時までと 

する。 

（７）提出先 

上記４に同じ。 

（８）その他 

辞退する場合には、辞退届（様式５）を提出すること。 

 

９ 審査会 

企画提案書の審査を公正に行い、最優秀提案者及び優秀提案者を選定するた

め、「青森県統合総務事務システム要件定義書作成等業務プロポーザル審査委員

会」（以下「審査会」という。）を設置する。 

 

10 企画提案の審査 

（１）審査 

ア 提出された企画提案書等に基づく、プレゼンテーション及び審査会によ 

るヒアリングを実施する。 

イ 企画提案書の審査については、参加資格審査結果通知と併せて通知する 

「青森県統合総務事務システム要件定義書作成等業務委託公募型プロポー 

ザル審査要領」により行う。 

ウ 評価項目及び評価基準は、参加資格審査結果通知と併せて通知する「青 

 森県統合総務事務システム要件定義書作成等業務委託公募型プロポーザル 

 評価項目及び評価基準」に定める。 

エ 審査の結果、評価点を最も高く付けた審査員の数が最も多い者を最優秀 

提案者とし、次点の者を優秀提案者とする。 

オ 評価点を最も高く付けた審査員の数が最も多い者が同数で並んだ場合 

は、評価点の合計点が高い者を最優秀提案者とする。 

カ 提案者が１者の場合においても、審査会を実施し、業務を適切に実施で 

きると判断した場合は当該提案者を契約候補者とする。 

（２）結果通知 

審査結果については、全ての提案者に対して文書により通知する。 

 

11 理由の説明 

（１）審査の結果、最優秀提案者に選定されなかった者は、その通知が到達した 

日から起算して５日以内に、書面により、理由（評価点数）の説明を求める 

ことができるものとする。 

（２）理由の説明は、書面が到達した日から起算して７日以内に行うものとす 



る。 

12 契約 

（１）本プロポーザル審査において最優秀提案者となった者を受託候補者とし、

企画提案書を基に協議を行い、協議が調った場合、随意契約の相手方として

見積徴取を実施の上、契約を締結する。 

（２）（１）の協議が調わない場合には、優秀提案者を受託候補者とし、企画提案

書を基に協議を行い、協議が調った場合、随意契約の相手方として見積徴取

を実施の上、契約を締結する。 

（３）契約を締結する際、提案者が人事課との協議を経ることなく企画提案の内 

容を大幅に変更した条件を提示したときは、その提案者と契約を締結しない 

場合がある。 

（４）契約の期間は、契約締結の日から令和８年３月 31 日(火)までとする。 

 

13 失格要件 

次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。 

（１）所定の日時及び場所に書類を提出しないとき 

（２）提案者が本プロポーザルに対して２以上の提案をしたとき 

（３）提案者が第三者（再委託先を除く）の提案の代理をしたとき 

（４）書類に重大な不備があった場合又は指示した事項に違反したとき 

（５）見積書に記載する金額が「委託料上限額」を超えた提案（追加分を除く） 

であるとき 

（６）提出書類に虚偽の記載をしたとき 

（７）青森県職員又は本プロポーザルの関係者に対して、本プロポーザルに関わ 

る不正な接触の事実が認められたとき 

（８）本プロポーザルの審査に関する不当な要求等を申し入れたとき 

（９）社会通念上、契約するにふさわしくないと考えられる事態が生じたとき 

 

14 その他留意事項 

（１）企画提案書の提出は、１者につき１案とする。 

（２）本プロポーザル及び契約に使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨 

とする。 

（３）企画提案書は、原則として非公開とする。ただし、情報公開請求等により 

公開の必要がある場合は、事前に提案者に通知の上、その全部又は一部を公 

開する場合がある。 

（４）提出書類を審査等で使用する場合、必要に応じて複製するときがある。 

（５）提出書類に虚偽の記載をした場合においては、指名停止等の措置を行うと 



きがある。 

（６）参加表明書及び企画提案書等の作成・提出に要する費用は、提出者の負担 

とする。 

（７）本要領に定めのない事項並びに疑義が生じた場合は、協議により定める。 

（８）本業務の受託者となった場合であっても、次工程のシステム設計・開発等 

  の調達参加を妨げるものではない。 

 

15 スケジュール 

令和７年４月 28日(月) 募集公告（県ホームページへの掲載） 

令和７年５月 16日(金)午後５時 参加表明書等提出期限 

令和７年５月 22日(木)  参加資格審査結果通知 

令和７年６月２日(月)午後５時 質問書提出期限 

令和７年６月 10日(火) 質問書に対する回答通知 

令和７年６月 18日(水)午後５時  企画提案書等提出期限 

【予定】令和７年６月下旬  審査会※(プレゼンテーション及びヒアリ

ング)  

※審査会の正式な開催日時は、参加資格審査結果通知と併せて通知する。 

 

 

 


